
 

（4）事前協議から指定までの流れ 
 

時 期 事業者 市町村 大阪府 

事前協議  

 

 
 ・場所、建物の構造 

 ・事業計画 

 ・法人の概要 

・事業開始予定 等 

 

 

 

 

     

 

 

           
・立地場所の確認 

・意見書作成に関する 

 事業計画の確認 

当該市町村での事業実施の可否 

 

 

 
・ヒアリング等を行い内容を

確認する 

 

（有料老人ホーム・軽費老人ホー

ム・養護老人ホーム・サービス付

高齢者住宅の場合は、担当課での

手続き確認） 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

・施設設備基準等に係る

一定の確認 

・事業計画の確認 

・立地場所の確認 

 

開設準備 

 
 

 

 

 

 

申 請  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業開始    

 

(連携・協力) 

施
設
及
び
設
備
整
備 

事業計画の作成 
(協議・相談) 

 事前協議 

事前協議 

指定申請 

意見書作成 

意見書受領 

申請受付 

書類審査 

現地確認 

指定 指定書の受領 

 

意見書交付依頼 


